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生成ＡＩの利用における保護者の同意について 

 

 

錦秋の候 保護者の皆様には御健勝のこととお喜び申し上げます。また、平素から本校

教育に格段の御理解と御助力をいただき感謝申し上げます。 

昨年度、文部科学省から「初等中等教育段階における生成ＡＩの利用に関する暫定的な

ガイドライン」が示され、これを踏まえ、県教育委員会から、教育活動における生成ＡＩ

の利用については、批判的思考力や創造性への影響、個人情報や著作権等に関する懸念が

指摘されている一方、生徒が問題を発見したり、自分の考えを形成したりするために必要

な能力である情報活用能力の育成につながる可能性もあることから、今後、必要となる技

術の一つであるとの考えが示されました。本校におきましても、今後、教育活動におい

て、生成ＡＩを利用することを予定しております。 

生成ＡＩの利用については、国のガイドラインや、県が示している留意すべき点につい

て指導を行った上で利用させることになっており、これらのことを踏まえ、適切に利用さ

せたいと考えています。また、生成ＡＩツールによっては利用規約により、年齢制限や保

護者の同意が必要になるものもございます。 

 つきましては、この書面をもって保護者の同意を得たこととさせていただきますことを

御理解ください。 

 

 ※生成ＡＩツールの利用規約にある年齢制限・保護者の同意について（一例） 

  ・ChatGPT(OpenAI)：１３歳以上、１８歳未満の場合は保護者の同意が必要 

  ・Copilot(Microsoft)：未成年の場合は保護者の同意が必要 

  ・Gemini(Google)：１3歳以上 

    仕様の変更などにより規約も変更される場合があります。最新の情報を常に確認し

ながら利用する予定です 

 


